
一珊剰告示第１８ １号

地方 自治法施行令 （司湫Ｘ２２年政令第１６号） 第１６７条の １１ 第２ 項の規定によ り、 罵営建鼈工

事の指名競争入札に参加する者に必要な資格を次のよ うに定め る。

令和 ４年 １２ 天１ ９日

一‾Ｆｙ長　 ノｊヽ野寺　美

］。 ぢ営建設工事の指佑競争入札に参加でき る者

①　指名競争入札に参加できる者は、ぢ営せ加工事請負資格審を申請書をぢ長に４１けｊし

た者のう ち、 串請する業種５３ １Ｊ Ｋ分ごと に、 県営建鼈工事の請負契約に係る条件付一般

競争入札八び指名競争入札参加者の資格等に関する規程（・和５６年岩手県告示第４１２

そ） 第７ 条に規定する名簿 （ＥＪ、下「県名簿」 とい う。 ）にを録されている者で、 資格
Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ”ノ｜｀

審をの結果資格者とな り名簿にを録された者とする。 ただ し、 県佑簿の業務Ｋ分にな

い業種を入札参加資格等と した工事についてはこのほりではない。

②　次の各そに該当する者は、 特５３１」のミぽ１がある場ｉ合を除く ほか指名競争入札に参加す

るこ とができ ない。

ア　 精神の機能の障害によ りせＲ業を適モに営むに肖たって必要な認加、判覧‾反び意

思疎ａを適リ］に行う こと がで きない者

イ　 破産者で復権 を得ない者

ウ　 地方自治法施行令第１６７条の１１第１ 項において準用する回施行令第１６７条の４ 第２

項の規定によ り指名競争入札に参加 させない こと とさ れた者

工　 営業に関 し法律上必戛 とす る資格を有し ていない者


